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第１章 計画策定の背景 

１．地球温暖化の概要 

地球温暖化とは 

地球は、太陽の放射熱によって暖められ、その一部を宇宙に放出することによって冷却

しています。地表面の温度は、このエネルギーバランスによって決まりますが、その際に

大きな役割を果たしているのが、大気中の二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素などの「温

室効果ガス」と呼ばれる気体です。 

温室効果ガスは、地表から放射された赤外線を吸収し、その一部を再び地表に放射する

ことによって、地球の温度を生命維持に適した状態に保っています。しかし、産業革命以

降、人間は化石燃料を大量に燃やして使用することで、大気中への二酸化炭素の排出を急

速に増加させてしまいました。このため、温室効果が強くなり、地表面の温度が上昇して

います。これが「地球温暖化」です。 

大気による温室効果の寄与率を見ると、水蒸気が約 6 割、二酸化炭素が約 3 割、その他

が 1 割で、水蒸気が多くを占めています。水蒸気は人間が排出する温室効果ガスには含ま

れませんが、温暖化を増幅させる作用があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2012」 

図 １-１ 温室効果のメカニズム 
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２．地球温暖化の影響 

約 2万年前の最終氷期極大期には現在より気温が 5℃程度低く、その後約 1万年かけてほ

ぼ現在の気温まで上昇したと言われています。これは、100 年あたりに 0.05℃の気温が上

昇したことに相当します。これと比較すると、以下に示す過去 132 年間の 0.85℃上昇がい

かに急激で異常な変化であることかがわかり、生態系や人の健康、農業、社会基盤に多大

な影響を及ぼすことが予想されます。 

 

世界の気温の上昇

世界の平均気温は上昇傾向にあります。 

気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル

（Intergovernmental Panel on Climate 

Change 略称 IPCC）IPCC 第 5 次評価報

告書では気温が 132 年間に 0.85℃の上昇

が示されました。また、2000年～2012年

には気温上昇の停滞（ポイント①）が見

られますが、この理由には、主に海洋深

層による熱の吸収、他に太陽活動の低下

や火山活動などが挙げられています。し

かし、2014年以降は上昇を続け、2016年

は、観測史上最も暑い年となりました（ポ

イント②）。 

日本の気温の上昇 

日本の年平均気温は、長期的には 100

年あたり約 1.19℃の割合で上昇していま

す。これは世界の平均気温が 132 年で

0.85℃上昇しているという IPCC第 5次評

価報告書で示された観測結果と比較して

も、高い上昇率となっています。 

 

 

 

 

  

図 １-３ 日本の年平均気温と平均値の差 

図 １-２ 世界の年平均気温の 
1981-2010年平均からの変化 
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日本近海の海面水温の上昇 

日本近海の各海域の海面水温は上昇し

ており、統計的に有意な長期変化傾向が

見られます（ポイント①）。また、2015

年までの日本近海の海域平均海面水温

（年平均）の上昇率は、+1.07℃/100年と

なっています。この上昇率は、世界全体

で平均した海面水温の上昇率（+0.52℃

/100 年）よりも大きく、日本の気温の上

昇率（+1.19℃/100年）と同程度の値です。 

 

 

 

 

 

真夏日の増加 

21 世紀末の真夏日（日最高気温が 30℃

以上）の年間日数は全国的に増加すると

予測されています（ポイント①）。現在

のように温室効果ガスを排出し続けた場

合には、全国平均で現在よりも約 49日増

加すると予測されています。 

 

 

家畜への影響 

気温上昇により、ウシは夏季の日増体

量（日体重増加量）が減少すると予測さ

れています。そのため、地球温暖化に伴

い、夏に体重増加量が低下する地域が拡

大します。これは、肥育豚やブロイラー

でも同様の傾向を示しています。 

 

 
図 １-６ 夏のウシの日増体量低下予測 

図 １-４ 日本近海の海面水温の変化 

図 １-５ 現在のように温室効果ガスを 
排出し続けた場合の真夏日日数の増加数 

以上、環境省「STOP THE 温暖化 2017」をもとに作成 
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３．地球温暖化対策等における国際動向 

(1).パリ協定の採択 

パリ協定は、2015年 12 月の COP21 で採択され、2016年 11 月に発効しました。 

本協定は、初めて先進国・途上国の区別なく、温室効果ガス排出削減に向けて自国の決

定する目標を提出し、目標達成に向けた取り組みを実施することなどを規定した公平かつ

実効的な枠組みであり、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出量と吸収量との均衡を

達成する「脱炭素社会」に向けた転換点となるものです。 

パリ協定においては、地球の平均気温の上昇を 2℃より抑えるとともに、1.5℃に抑える

努力を追求することなどを目的としており、この目的を達成するため、「今世紀後半に人為

的な温室効果ガスの排出と吸収のバランスを達成すること（脱炭素化）」を目指しています。 

 

パリ協定で盛り込まれた要素 
 

●世界共通の長期目標として 2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求することに言及。 

●主要排出国を含むすべての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新。 

●我が国提案の二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用を位置付け。 

適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定

期的更新。 

●先進国が資金の提供を継続するだけでなく、途上国も自主的に資金を提供。 

●すべての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること。 

●5 年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み。 
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(2).SDGs（持続可能な開発目標） 

2015年 9月国連本部で開催された「国連持続可能な開発サミット」において、2030 年ま

での国際目標として「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。 

この 2030 アジェンダは、貧困を撲滅し、持続可能な世界を実現するために、17 の目標・

169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals: SDGs）

を掲げています。 

国連に加盟するすべての国は、このアジェンダをもとに、貧困や飢餓、エネルギー、気

候変動、平和的社会など、持続可能な開発のための諸目標を達成すべく力を尽くすことと

されています。 

17の目標については下図のように設定され、地球温暖化対策は、目標 7、目標 11、目標

13 を中心に多くの目標と幅広く関係しており、SDGs と密接な関わりがあります。 

これらそれぞれに具体的なターゲットが設定されており、省エネルギーや再生可能エネ

ルギー、低炭素まちづくり、緩和策と適応策などについて言及されています。 

 

 

 

図 １-７ 持続可能な開発目標（SDGs）の 17の目標 
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４．地球温暖化対策等における国内動向 

(1).「地球温暖化対策計画」 

我が国の気候変動への緩和策に関しては、2015年 7月に地球温暖化対策推進本部におい

て、2030 年度の温室効果ガス削減目標を 2013 年度比で 26.0％減（2005 年度比で 25.4％

減）とする「日本の約束草案」を決定し、気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

また、2016年 5月には、我が国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための

計画である「地球温暖化対策計画」を策定し、2030 年度の削減目標のほか、パリ協定を踏

まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの下、主要排出国がその

能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両

立させながら、2050 年度までに 80％削減を目指すという長期的な目標や、目標達成のため

の国や地方公共団体が講ずべき施策等を示しました。 

 

 

図 １-８ 業務その他部門のエネルギー起源二酸化炭素に関する対策・施策の全体像 

  

 

 

 

業務その他部門の取組 

 

産業界における自主的取組の推進 

〇低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・ 検証 

 

建築物の省エネ化 

〇新築建築物における省エネ基準適合事務化に推進 

〇既存建築物の省エネ化（ 改修）  

〇ネッ ト ・ ゼロ・ エネルギー・ ビル（ ZEB） の推進 

〇低炭素認定建築物等の普及促進 

〇省エネ・ 環境性能の評価・ 表示制度の充実・ 普及促進 

 

省エネルギー性能の高い設備・ 機器の導入促進 

〇工場・ 事業場におけるエネルギー管理の徹底 

〇高効率な省エネルギー機器の普及 

〇ト ッ プランナー制度等による機器の省エネ性能向上 

 

 
 
 
 
 
 
 

徹底的なエネルギー管理の実施 

〇BEM S の活用、 省エネ診断等による徹底的なエネルギー

管理の実施 

〇中小企業の排出削減対策の推進 
 

エネルギーの面的利用の拡大 

〇エネルギーの面的利用の拡大 
 

その他対策・ 施策 

〇ヒート アイランド 対策による熱環境改善を通じ た都市の

低酸素化 

〇上下水道における省エネ・ 再エネの導入 

〇廃棄物処理における取組 

〇各省連携施策の計画的な推進 
 

国民運動の展開 

〇国民運動の推進 
 

公的機関における取組 
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(2).「気候変動の影響への適応計画」 

第１章 ２．で述べたように、温暖化により、既に起きつつある、あるいは将来起こり

うる気候変動に備えるための取り組みは「適応」と呼ばれます。 

気候変動への対策は、緩和と適応に大別されます。緩和は、気候変動の原因となる温室

効果ガスの排出を抑制する取り組みです。これに対し、適応は、既に起こりつつある、あ

るいは起こりうる気候変動の影響に対して、自然や社会のあり方を調整する取り組みです。 

2018年 11月には、国において気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため「気候変動適応計画」が策定され、気候変動の影響による被害を防止・軽減するた

め、各主体の役割や、あらゆる施策に適応を組み込むことなど、７つの基本戦略を示すと

ともに、分野ごとの適応に関する取り組みを網羅的に示しています。 

今後は、自治体においても「地方公共団体における気候変動適応計画策定ガイドライン」

などに基づき、気候変動影響評価や適応計画策定に取り組むことが重要となっています。 

 

図 １-９ 緩和策と適応策 

 

基本戦略 

7 つの基本戦略の下、関係府省庁が緊密に連携して気候変動適応を推進 

１．あらゆる関連施策に気候変動を組み込む 

   産業・防災等の各施策に適応を組み込み効率的に施策を推進 

２．科学的知見に基づく気候変動適応を推進する 

   観測・監視・予測・評価、調査研究、技術開発の推進 

３．研究機関の英知を集約し、情報基盤を整備する 

   国立環境研究所・国の研究機関・地域適応センターの連携 

４．地域の実績に応じた気候変動適応を推進する 

   地域計画の策定支援、広域協議会の活用 

５．国民の理解を深め、事業活動に応じた気候変動適応を促進する 

   国民参加の影響モニタリング、適応ビジネスの国際展開 

６．開発途上国の適応能力向上に貢献する 

   アジア太平洋地域での情報基盤作りによる途上国支援 

７．関係行政機関の緊密な連携協力体制を確保する 

   気候変動適応推進会議（議⾧:環境大臣）の下での省庁連携 

図 １-１０ 適応策の基本戦略  
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(3).拡大版 SDGsアクションプラン 2018 

前述の SDGsを踏まえ、国では持続可能な開発目標（SDGs）推進本部を設置し、取り組み

を推進しています。 

この中で、「拡大版 SDGsアクションプラン 2018」や「SDGsアクションプラン 2019」を決

定し、以下のように 8 つの分野を設定しています。この内「④持続可能で強靭な国土と質

の高いインフラ整備」や「⑤省エネ・再エネ、気候変動対策、循環型社会」が地球温暖化

対策に関わりの深いものとなっています。 

自治体においても、地方創生における SDGs達成に向けた取り組みの推進が期待され、SDGs

の考え方を踏まえて総合計画や環境基本計画の策定・改定を行うことが重要となってきて

います。 

 

 

図 １-１１ 国による SDGsを推進するための取り組み一覧 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画の基本方針 
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第２章 計画の基本方針 

１．計画策定の目的と位置づけ 

現在、地球温暖化が全世界共通の環境問題として注目されています。地球温暖化は我々

人類の生産活動や生活に密接に関係しており、その解決には様々な主体の協力・連携が必

要とされています。 

2016 年 5 月に新たに「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。本計画は、地球温

暖化対策の推進に関する法律第８条第１項及び「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取

り組み方針について」に基づき策定されたものであり、部門ごとの削減目標について以下

のように整理しています。 

公共施設が含まれる「業務その他部門」については約 40％の削減目標となっており、地

球温暖化対策計画」に即して「地方公共団体実行計画事務事業編」を策定し、PDCA 体制を

通じて公共施設等からの温室効果ガス排出の削減に努めるとされています。 

 

我が国の温室効果ガス排出量の約９割を占めるエネルギー起源二酸化炭素については、

統計上、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門及びエネルギー転換部門の５部

門に分けることができ、対策・施策の効果もこの部門ごとに見ることができます。これら

の各部門における将来の排出量の見込みは下表のとおりです。下表においては、我が国が

一定の経済成長を遂げつつ、エネルギーの供給側における対策が所期の成果を上げ、かつ、

エネルギー需要側の各部門における対策が所期の成果を上げた場合に達成することができ

ると試算される目安を設定しています。エネルギー起源二酸化炭素については、2030 年

度において、2013 年度比 25.0％減（2005 年度比 24.0％減）の水準（約９億 2,700

万ｔ－ＣＯ２）にします。 

 

表 ２-１ 国の各部門の二酸化炭素排出量削減目標 

区分 
2005年度 

実績 

2013年度 

実績 

2030年度 

目標 

2005年比 

削減率 

2013年比 

削減率 

産業部門 457 429 401 12.3% 6.5% 

業務その他部門 239 279 168 29.7% 39.8% 

家庭部門 180 201 122 32.2% 39.3% 

運輸部門 240 225 163 32.1% 27.6% 

エネルギー転換部門 104 101 73 29.8% 27.7% 

合計 1,220 1,235 927 24.0% 24.9% 
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また、わが国の温暖化対策の基本方針を定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律（以

下「地球温暖化対策推進法」と呼びます。）において、地方公共団体の責務として、「都道

府県及び市町村は、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事

業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に

関する計画を策定するものとする。」と定められています。 

遠軽町では、2008 年度に「遠軽町地域新エネルギービジョン」を策定し、これまで再生

可能エネルギー導入を中心とした温暖化対策を展開してきましたが、前述の国の動向等を

踏まえ、今般、省エネルギー化対策にも着目した総合的な温暖化対策を推進することとし

ました。 

遠軽町の事務事業において、特に二酸化炭素の排出量が多い暖房の省エネルギー化、ま

た照明設備等の省エネルギー化を具体化するため、特定公共施設を抽出して効果的かつ実

効性のある対策を検討、立案し、これらの対策を重点施策として盛り込んだ「遠軽町温暖

化対策実行計画（事務事業編）」を策定することとしました。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律 2018年 6月 13 日法律第 45号(抜粋) 

第 21条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に

即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排

出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以

下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 

２  地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 地方公共団体実行計画の目標 

 三 実施しようとする措置の内容 

 四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１ 上位計画や関連計画の位置づけの例 

地球温暖化対策実行計画 遠軽町総合計画 
上位 
計画 

遠軽町地方公共団体実行計画 
（事務事業編） 

遠軽町エネルギービジョン 
遠軽町公共施設等総合管理計画 
遠軽町水道事業ビジョン 
遠軽町下水道事業経営戦略 
遠軽地区ごみ処理広域化基本計画 

関連 
計画 

地球温暖化対策の 
推進に関する法律 

整合・連携 

道の事務・事業に 
関する実行計画 

遠軽町環境基本計画 
上位 
計画 
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２．対象とする温室効果ガス 

事務事業全体での対象とする温室効果ガスは表 ２-２に示す 7 種類の物質を対象としま

す。排出量の算定対象については、本町の事務・事業の特性を踏まえ、二酸化炭素を中心

としつつ、その他ガスについても可能な範囲で対象とします。 

算定方法は環境省「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」を参照とし、対象に

よっては、町独自の手法とします。 

 

表 ２-２ 「地球温暖化対策推進法」で定める温室効果ガス 

対象ガス 主な発生源 

二酸化炭素 CO2 化石燃料の燃焼など 

メタン CH4 自動車の走行、廃棄物処理、家畜の飼育など 

一酸化二窒素 N2O 自動車の走行、廃棄物処理、家畜の飼育など 

ハイドロフルオロカーボン HFC 冷媒の使用、発泡剤の使用、消火剤の使用など 

パーフルオロカーボン PFC 溶剤の使用など 

六フッ化硫黄 SF6 電気絶縁ガス使用機器 

三フッ化窒素 NF3 半導体製造業など 

 

３．計画の期間 

本計画では、国の方針に従い、基準年度を 2013 年度、計画開始年度を 2019 年度、長期

目標年度を 2030年度とします。 

本計画の目標期間となる短期目標については、計画期間を 5年間とした 2023年度までと

し、この年度を次期改定の要否を含めた検討年度とします。 

 

４．計画の範囲 

この実行計画の範囲は、遠軽町が自ら実施する事務及び事業の全てが対象となり、町役

場における活動の他、廃棄物処理、水道、下水道、保育園、小・中学校、図書館、消防、

病院等も含まれます。ただし、これらは、本町の職員が直接実施するものに限られること

から、委託等により実施する事務及び事業（指定管理者制度を含む）については、受託者

に対して必要な協力を要請します。 

なお、施設は多岐に渡るため、温室効果ガスの算定対象とする施設については参考資料

に示します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の目標 
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第３章 計画の目標 

１．二酸化炭素の排出実態 

基準年の排出量は 16,316t-CO2/年、現況年では 15,526t-CO2/年となっており、基準年と

比較して 4.8%の減少(その他を除いた場合 6.7%の減少)となっています。 

なお、一次エネルギーベースでは 5.7%の減少となっています。これは、電気の使用に対

する排出係数が 2013年度と比較し、2017年度では減少しているためです。 

部局別では、教育部総務課(遠軽地区の小･中学校)が多くのエネルギーを必要とするため

最も多く、2017 年度において全体の約 18%を占めており、社会教育課が全体の約 8%、生田

原総合支所産業課が全体の約 8%と続いています。社会教育課は、施設数が多いため、排出

量が多くなっています。生田原総合支所産業課では、生田原コミュニティセンター「ノー

スキング」における排出量が多くなっています。 

 

表 ３-１ 温室効果ガス排出量の推計結果（部局別） 

単位：t-CO2/年 

区分 
基準年 現況年 

基準年比 
2013年度 2017年度 

情報管財課 409 380 -7.1% 

保健福祉課 665 648 -2.6% 

住民生活課 458 482 +5.4% 

子育て支援課 315 318 +0.9% 

農政林務課 117 116 -1.5% 

商工観光課 72 58 -19.1% 

水道課 817 853 +4.4% 

生田原総合支所地域住民課 343 348 +1.6% 

生田原総合支所産業課 1,255 1,228 -2.2% 

生田原教育センター 247 248 +0.5% 

丸瀬布総合支所地域住民課 175 86 -50.8% 

丸瀬布総合支所産業課 726 434 -40.2% 

丸瀬布教育センター 473 391 -17.4% 

白滝総合支所地域住民課 457 424 -7.3% 

ジオパーク推進課 68 55 -19.5% 

白滝総合支所産業課 218 240 +9.8% 

白滝教育センター 311 196 -37.0% 

教育部総務課 2,679 2,734 +2.1% 

社会教育課 1,383 1,281 -7.3% 

図書館 90 99 +10.9% 

学校給食センター 233 330 +41.6% 

消防 3 2 -24.2% 

街路灯 2,358 1,996 -15.4% 

その他 2,444 2,578 +5.5% 

計 16,316 15,526 -4.8% 

※各区分の数値は端数処理の関係で、合計が一致しない場合がある。 
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図 ３-１ 温室効果ガス排出量の推計結果（部局別） 
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排出区分別では、電気が最も多く、2017 年度において全体の 43%を占めており、次いで

Ａ重油が全体の約 26%を占めています。 

 

表 ３-２ 温室効果ガス排出量の推計結果（排出区分別） 

単位：t-CO2/年 

区分 
基準年 現況年 

基準年比 
2013年度 2017年度 

電気 5,612 5,451 -2.9% 

ＬＰＧ 84 82 -1.7% 

Ａ重油 3,952 3,455 -12.6% 

灯油 1,837 1,932 +5.2% 

ガソリン 18 20 +10.3% 

軽油 11 11 +3.8% 

街路灯 2,358 1,996 -15.4% 

その他 2,444 2,578 +5.5% 

計 16,316 15,526 -4.8% 

※各区分の数値は端数処理の関係で、合計が一致しない場合がある。 

 

 
図 ３-２ 温室効果ガス排出量の推計結果（排出区分別） 
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表 ３-３ 一次エネルギー消費量の算定結果（部局別） 

単位：GJ/年 

区分 
基準年 現況年 

基準年比 
2013年度 2017年度 

情報管財課 5,984 5,607 -6.3% 

保健福祉課 9,727 9,567 -1.6% 

住民生活課 6,706 7,131 +6.3% 

子育て支援課 4,660 4,731 +1.5% 

農政林務課 1,705 1,689 -0.9% 

商工観光課 1,060 873 -17.7% 

水道課 12,002 12,732 +6.1% 

生田原総合支所地域住民課 4,986 5,091 +2.1% 

生田原総合支所産業課 18,351 18,108 -1.3% 

生田原教育センター 3,608 3,650 +1.2% 

丸瀬布総合支所地域住民課 2,557 1,285 -49.8% 

丸瀬布総合支所産業課 10,592 6,464 -39.0% 

丸瀬布教育センター 6,930 5,779 -16.6% 

白滝総合支所地域住民課 6,643 6,196 -6.7% 

ジオパーク推進課 990 803 -18.9% 

白滝総合支所産業課 3,215 3,564 +10.9% 

白滝教育センター 4,540 2,881 -36.6% 

教育部総務課 39,260 40,368 +2.8% 

社会教育課 20,151 18,844 -6.5% 

図書館 1,321 1,475 +11.7% 

学校給食センター 3,439 4,919 +43.1% 

消防 40 30 -22.9% 

街路灯 34,680 29,877 -13.8% 

計 203,147 191,664 -5.7% 

※各区分の数値は端数処理の関係で、合計が一致しない場合がある。 
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図 ３-３ 一次エネルギー消費量の算定結果（部局別） 
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表 ３-４ 一次エネルギー消費量の算定結果（排出区分別） 

単位：GJ/年 

区分 
基準年 現況年 

基準年比 
2013年度 2017年度 

電気 82,530 81,604 -1.1% 

ＬＰＧ 1,420 1,395 -1.7% 

Ａ重油 57,013 49,853 -12.6% 

灯油 27,080 28,477 +5.2% 

ガソリン 264 291 +10.3% 

軽油 160 166 +3.8% 

街路灯 34,680 29,877 -13.8% 

計 203,147 191,664 -5.7% 

※各区分の数値は端数処理の関係で、合計が一致しない場合がある。 

 

 

図 ３-４ 一次エネルギー消費量の算定結果（排出区分別） 
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２．温室効果ガスの削減目標 

本町では、経費削減の一環として既に省エネルギー化に取り組んでいます。今後もより

一層の温室効果ガス削減対策を進めます。 

長期目標年度である 2030 年度の CO2削減目標を、国の目標と遜色ない 40％とし、計画目

標年度の 2023年度値は 17.4％（2,836t-CO2）※とします。 

これらを、①省エネ・再エネ設備導入、②職員行動の改善・ソフト施策、③公共施設面

積削減、④電気の二酸化炭素排出係数の低減などを中心に実現することを目指します。 

※これは 2013年度、2017年度、2030年度推計値を二次関数で補間したものです。直線補間した場合 2023

年度の削減率はより大きいものとなるが、電気の排出係数の低減や省エネ機器の普及などは将来的によ

り効果が大きく出て来るものとして設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-５ 目標年度における温室効果ガス削減量の推計・削減目標の設定 
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第４章 目標達成に向けた取り組み 
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第４章 目標達成に向けた取り組み 

前計画において具体的な取り組みを講じ、相応の効果を上げてきました。 

本計画では、確実な削減効果を上げるために前計画で掲げた取り組みを引き継ぐことと

し、進行管理を適正に行いながら取り組み一つひとつを確実に実施し、削減目標を達成し

ます。 

１．目標達成に向けた基本方針 

遠軽町では、COOL CHOICEに賛同し、省エネや温暖化対策をポスターや庁内 LAN掲示板を 

活用し呼び掛けしています。今後もより一層、温室効果ガス排出量を削減していくために、

次の方針で取り組んでいきます。 

 

基本理念 

 

遠軽町の豊かな自然を守り育んでいくために、遠軽町では、 

「遠軽町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、温室効果ガス

の削減や省エネ・省資源を推進すると共に、環境法・条例等を順守します。 

 

基本方針 

 

１．日常的な取り組みの推進 

職員一人ひとりが事務事業の執行の中で、 

限りある資源を有効活用するため、温室効果ガスの削減や、 

省エネ・省資源に取り組み、環境法令順守に努めます。 

 

２．継続的な改善の実施 

温室効果ガスの排出状況を適切に把握し、継続的な改善を行いながら、

目標の達成に向けた取り組みを推進していきます。 

 

３．取り組みの公表 

温室効果ガス排出量の実態及び取り組み成果等を、町内外に広く公表

し、町民・事業者への率先垂範となることを目指します。 

 

2019 年 4 月 1 日 遠軽町長 佐々木 修一 
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２．具体的な取り組み 

町役場や施設の設備機器の更新の際に、温室効果ガス排出量の少ない設備機器に買い

替えることや再生可能エネルギー利用設備（地中熱ヒートポンプや木質バイオマスボイ

ラー、太陽光発電など）が大きな効果を発揮しますが、それだけでなく、当該設備機器

の運用改善、運転制御や補修・改修工事の際の工夫でも、大きな効果を得ることができ

ます。町役場・施設管理職員等は運用改善に関して、次の取り組みを推進します。 

【日常業務に関する取り組み】 

項目 取組内容 具体策 

空調 

空調設定温度・湿度の

適正化 

・夏期間の冷房については、設定温度を 28℃とし、適正な

温度管理と利用状況に応じた管理を行う 

・過度なエアコンの利用を控え職場の扇風機を活用する（自

席で個人用扇風機を使用しない） 

・ブラインド（グリーンカーテン）等の使用により、直射日

光による室温上昇の抑制に努める 

・夏期の室温：28℃（温度設定ではなく室温） 

冬期の室温：20℃（温度設定ではなく室温） 

・冬期間の事務室や各施設の暖房については、適正な温度管

理を行い、燃料使用量を削減する 

・空調機設備・熱源機の起動時刻を適正化する 

・冬季の夜間にカーテンの利用を推進し、断熱性能を向上し

て、燃料使用量を削減する 

・室温維持のため、退庁時はブラインドを下ろして窓からの

熱放射を防ぐ 

・膝掛けの使用や重ね着を心がける 

使用されていない部屋

の空調停止 

・使用されていない部屋の空調停止 

換気運転時間の短縮等

の換気運転の適正化 

・換気運転時間の短縮等の換気運転の適正化 

夜間等の外気取入れ

（冷房が必要な場合） 

・夏期にナイトパージ（適温外気の積極的取入れ）を活用す

る 

・ブラインド（グリーンカーテン）等の使用により、直射日

光による室温上昇の抑制に努める 

・窓の開放による外気の活用を心がける 
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項目 取組内容 具体策 

給排水・

給湯 

冬季以外の給湯供給期

間の短縮 

・まとめ洗い、つけおき洗いを徹底する 

・冷蔵庫、コーヒーメーカー、電気ポット等を適正に使用する 

・お湯を沸かす場合は、極力ガスを使用する（ガス給湯器で

暖めたお湯を電気ポットに入れる） 

・給湯器使用後の火種の止栓を徹底する 

・調理などでガスを利用する場合は、できるだけ余熱の利用

に努める 

・水道使用時には、無駄な流しっぱなしをせず、日常的な節

水に努める 

トイレ等での節水 

・トイレで水の 2 度流しをしない 

・蛇口に節水コマの取り付けを推進する 

・ウォシュレットや暖房便座の夜間通電を遮断する 

・トイレのエアータオルの使用を停止する 

・日常的に節水を心がける（手洗いの際等、こまめに蛇口を

閉める） 

・水圧・水流の調節と水漏れ点検を定期的に実施する 

照明 

 

照明を利用していない

場所におけるこまめな

消灯 

・利用者のない箇所や部屋においては、消灯する 

・トイレ、湯沸室などに利用者がいない場合は消灯する 

・トイレ、ロッカールームを出るときは、他の人がいない場

合には消灯する 

・蛍光管の本数を削減（間引き）する 

照明を利用していない

時間帯におけるこまめ

な消灯 

・昼休みの消灯や時間外時の不必要箇所の消灯を行う 

・勤務時間終了後は、廊下照明の消灯を徹底する 

・各職場の最終退庁者は、消灯を確認する 

・長時間離席する場合など、不使用のパソコン等の電源はこ

まめに切る 

・会議室を使用する際、会議などの準備や片付け時には点灯

しない 

昼光の利用・その他 

・勤務時間中でも、晴天時などは可能な限り照明を消灯また

は間引きする 

・効果的・計画的な事務処理に努め、夜間の残業の削減を図

り、照明の点灯時間の削減に努める 

・日常的に節電の励行に努める 

・晴天時など、窓際の照度が十分な場合には、窓際の照明を

消す 

・時間外勤務時及び休日勤務時の照明は、必要最小限とする 

昇降機 

利用の少ない時間帯に

おける一部停止 

・エレベーターを利用の少ない時間帯に一部を停止する 

・エレベーター内部の照明を、一定時間停止中は OFF になる

ように設定する 

その他 
・階差 4階までの移動（1階→5階、2 階→6 階など）は階段

を使用する 

事務機器 
使用しない時間帯にお

ける電源の遮断 

・退庁時に身の回りの電気器具の電源が切られていること

を確認する 

・PC などの OA 機器の電源をこまめに切るように努める 

・コピー機の節電モードの活用を徹底する 

・パソコン等の省電力機能を利用する 

・スイッチ付テーブルタップの利用に努める 

・待機電力の消費を最小限に抑え、必要に応じて電化製品の

コンセントプラグを抜く 
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項目 取組内容 ・ 具体策 

公用車 エコドライブの推進 

・公用車運転中は、急発進・急加速・空吹かしなど無理な運

転はしない 

・車両を適正に整備・管理し、排気ガスの削減に努める 

・公用車から離れる時は必ずエンジンを切り、必要以上のア

イドリングは控える 

・公用車の更新には小型車や低燃費車の導入を図る 

・公用車のタイヤ空気圧を適正に保つとともに、車内に不要

な荷物を積載しないよう心がける 

・複数の用事がある場合には、極力一度にまとめて処理し、

最短距離で移動できるよう効率的な運行ルートを選択す

る 

・目的地が同方向で、時間調整が可能な場合は、相乗りに努

める 

・タイヤ空気圧の目視のほか、乗車前の仕業点検を徹底する 

・共用自転車の導入と利用の推進に努め、近接地への移動

は、原則として徒歩又は自転車を利用する 

・暖機運転は必要最低限とする 

・公用車の洗車は、汚れの軽い場合にはバケツを使用し、洗

車機使用回数の削減に努める 

再生可能 

エネルギ

ーの導入 

再生可能エネルギーの

導入 

・施設の新築・改修に際しては、太陽光発電機器や、地中熱

ヒートポンプや木質バイオマスボイラー等の複数の再生

可能エネルギーによる自家消費運用の可能性についての

検討を行い、導入した際には適正な管理に努める 

再生可能エネルギー電

気の導入検討 

・温室効果ガス排出係数の低い、再生可能エネルギー由来の

電気の導入を検討し、温室効果ガス排出量の低減を図る 

その他 
その他（見える化/現状

把握/普及啓発など） 

・勤務終了後の早期退庁を奨励する 

・ノー残業デー（毎週水曜日）を徹底する 

・クールビズを推奨し、オフィス内での扇風機の使用禁止に

努める 

・クールビズ（夏季）、ウォームビズ（冬季）を推進し、職

場における冷暖房使用量を削減する 

・軽装（ノーネクタイ等）を心がける ＊特に 7～8月は、

さらなる軽装（ポロシャツ、チノパン等）を心がける 

・朝や夕方に打ち水を活用する 

・職員に対する研修や定期的な情報提供を行う 

・環境配慮や地球温暖化防止に関するシンポジウムやセミ

ナーなどに積極的に参加する 

・デマンド監視装置を導入し、電力の見える化を通じて職員

の電力削減意識を醸成する 

・業務上、灯油、重油、ガスを多く使用する施設は、適切な

使用を再検討し、可能な限り無駄な使用を控える 
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【省資源の推進】 

項目 取組内容 具体策 

用紙類 

両面コピー、裏面利用

の徹底 

・両面印刷、裏面コピーを徹底し、用紙の削減に努める 

・簡易な文書・資料は片面使用済用紙を使用する 

・普段の事務作業において、ミスコピーをなくす、会議資料

をデジタル化して紙の使用を抑える、メモ用紙は片面使用

済み用紙を使用するなどして、できる限り廃棄物の量を減

らすよう努める 

・ミスコピーなどの片面使用済み用紙は、専用トレイを設け

裏面への再コピーに利用する 

資料の共有化や簡略化 

・ファイリングを徹底する 

・回覧やファイリングの徹底により文章の共有化を図り、個

人の手持ち資料を削減する 

庁内情報システムの有

効利用 

・町役場内での連絡事項や地球温暖化防止に係る情報等に

ついては、庁内 LANを活用し物理的な資源の使用を抑える 

・電子メール、市役所内部の電子掲示板を利用する 

その他（シュレッダー/

省資源化等） 

・シュレッダーの使用は機密文書に限定し必要最低限にす

る 

・コピー機使用前後のリセットを徹底し、コピーミス防止に

努める 

・コピー機使用前の必要枚数の確認、原稿チェックを徹底

し、無駄な使用を回避する 

・会議資料の簡素化、縮小機能の利用などにより資料の削減

に努める 

・会議では可能な限り封筒を配布しないように努める 

・各種印刷物は、作成部数を見直すほか、再生紙の使用に努

める 

廃棄物 

リサイク

ル 

職場のごみ箱の撤去。

不用意なゴミの削減 

・物品の再利用や修理による長期利用に努め、ゴミの減量化

を図る 

・その他の物品の調達については、簡易包装された製品を選

択するよう努める 

・できるだけ食べ残しを減らし、生ごみの発生を抑える 

排出ゴミの分別促進、

資源化促進 

・廃棄物の分別排出の徹底に努める 

・不用品が出た場合は、必要としている職場がないかデスク

ネッツ等で確認する。また、中古物品が必要な場合は、提

供できる職員等がいないか同様に確認する 

割り箸・紙コップ使用

自粛 

・割り箸・紙コップの使用を自粛（マイボトル・マイカップ

等、利用促進）する 

・使い捨て容器の購入は極力控える 

封筒、ファイルなどの

再利用促進 

・封筒、ファイル等を再利用する 

プリンターのトナーカ

ートリッジの回収とリ

サイクル推進 

・OA 機器等の使用済みトナーカートリッジは、機種ごとの

分別を徹底し、リサイクルするよう努める 
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項目 取組内容 具体策 

購入 グリーン購入の推進 

・物品などの新規、更新する時は、省エネルギータイプで環

境負荷の少ないものを購入するよう努める 

・物品は適切に在庫管理し、必要量のみ購入する 

・古紙配合率 70％以上、白色度 70％以下のものを購入する

ように努める 

・詰め替えやリサイクル可能な消耗品の購入に努める 

・環境ラベリング（エコマーク、グリンマークなど）対象製

品の購入に努める 

・節水型機器の導入について検討する 

・コピー用紙やトイレットペーパーなどには、再生紙を使用

し、古紙配合率の高いものの購入を推進する 

・商品の購入にあたっては、包装の簡素化を依頼したり、エ

コバック等を持参してレジ袋を使用しないようにする 
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第５章 推進体制・進行管理 

１．推進体制 

「遠軽町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は、次の体制で実施します。 

本計画の全庁的な推進と適正な進行管理を行うため、推進体制の事務局を住民生活課に

置き、各部署と連携・調整し、計画を推進します。 

 

 

図 ５-１ 推進体制 
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２．進行管理 

計画推進事務局は、各部署と連携しながら町の事務・事業活動に伴い排出される二酸

化炭素を毎年度調査・把握し、「遠軽町地球温暖化対策推進委員会」により点検を行いま

す。 

 

進行管理の仕組み図（案） 

 

 

①計画（Plan） 

課長等は、温室効果ガス排出量の目標を達成するために、本計画の重要性、及び取り

組みの励行等について係長及び職員等に周知徹底を図り、事務執行の際の温室効果ガス

排出量削減(抑制)に関する取り組みを励行します。 

また、組織全体のエネルギー起源 CO2排出量を算定・分析し、全体及び個々の部局等の

単位ごとに排出削減量及び対策目標を設定します。 

  

Plan 計画 

温室効果ガス削減目標実現

のための推進体制の確認、

及び取り組み内容等の作

成。 

Do 実行 

温室効果ガス削減目標実現

のための日常的な取り組み

の推進。 

Check 点検・評価 

温室効果ガス削減目標達成

のための取り組み状況の点

検と評価、及び委員会等へ

の報告。 

Action 見直し 

温室効果ガス削減目標の達

成状況の確認、及び更なる

取り組み推進のための検

討。検討結果等についての

公表。 
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②実行（Do） 

係長及び職員等は、課長等の指示に基づき、事務執行の際に「点検表」のチェック項

目に示された事項を着実に実施し、温室効果ガス排出量の削減(抑制)に努めます。 

また、排出抑制等指針を参酌しつつ、先進的な低炭素設備を導入・運用し、エネルギ

ー起源 CO2排出量やエネルギーの使用状況等を算定・把握します。 

③点検・評価（Check） 

【施設管理者の実施事項】 

施設管理者は、定期的に取り組み状況を「点検表兼報告書」に記録し、半年に１回評

価を行い、係長に報告します。 

 

【係長の実施事項】 

係長は、施設管理者の報告を踏まえて、所管の取り組みを総括するとともに、所管の

設備機器の利用状況（改修・更新等）の状況を把握し、「点検表兼報告書」に記録のうえ、

半年に 1回課長等に報告します。 

また、年に 1 回所管のエネルギー使用量を「進捗管理ツール」などの所定のフォーマ

ットに入力し、課長等に報告します。 

※係長と施設管理者が同様の場合はともに記載。 

 

【課長等の実施事項】 

課長等は、係長からの報告を踏まえて、課内の取り組みを総括し、「課活動報告書」に

記入して半年に 1回事務局に提出します。 

また、「算定シート」を確認し、温室効果ガス排出量の削減状況等の評価を行い、「課

活動報告書」に記入して、年に 1回事務局に提出します。 

 

【遠軽町地球温暖化対策等委員会事務局の実施事項】 

遠軽町地球温暖化対策等委員会事務局は、課長等から提出された「課活動報告書」を

取りまとめて、年に１回、活動総括報告書を作成し、地球温暖化対策等実行責任者に報

告します。課長等から提出された「進捗管理ツール」などに基づき、遠軽町全体の集計

を行い、温室効果ガス排出量の状況をとりまとめ、地球温暖化対策等実行責任者に報告

します。 

また、導入設備に関して、目標と実績を比較して継続的な改善が図られているかを評

価し、改善余地を模索します。 
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④見直し（Action） 

地球温暖化対策等実行責任者は、遠軽町地球温暖化対策等委員会事務局からの報告を

踏まえて、各課等における実行計画の進捗状況を総括し、年に１回遠軽町地球温暖化対

策等委員会に報告します。 

遠軽町地球温暖化対策等委員会は、地球温暖化対策実行責任者の報告を踏まえて、毎

年、計画の進捗状況や取り組み成果等に関し総括し、必要に応じて計画の見直しを行い

ます。 

また、評価結果を基に組織を挙げて更なる改善を検討・実施します。 

計画した効果を満たしていない場合、気象条件などの外部条件や設備の稼働時間、そ

の他の設備の排出量増加要因などを検証し、見直しを行います。 

※住民生活課長など 

 

３．公表 

本計画と計画の進捗状況については、毎年公表することとし、全職員に対してさらなる

取り組みの実践を促進します。 

遠軽町地球温暖化対策等委員会事務局は、遠軽町地球温暖化対策等委員会の結果を含め、

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、毎年１回、措置及び施策の実施状況につい

て、住民に分り易い形で公表します。 

また、「広報えんがる」やホームページよる公表も行い、町民や事業者の自主的・積極的

な地球温暖化防止に対する取り組みを促します。 
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資料編 1 温室効果ガス排出量算定対象施設一覧 

No. 施設名称 担当部局・課室 

001 遠軽町役場総合庁舎 情報管財課 

002 福路防災センター 消防 

003 保健福祉総合センター「げんき２１」 保健福祉課 

004 老人デイサービスセンター「ひまわり」 保健福祉課 

005 母子通園センター 子育て支援課 

006 高齢者センター 保健福祉課 

007 高齢者共同生活支援施設「みのり荘」 保健福祉課 

008 高齢者共同生活支援施設「第２みのり荘」 保健福祉課 

009 デイケアセンター 保健福祉課 

010 福祉センター 住民生活課 

011 学田住民センター 住民生活課 

012 西町住民センター 住民生活課 

013 廃棄物最終処理場 住民生活課 

014 東保育所 子育て支援課 

015 西保育所 子育て支援課 

016 南保育所 子育て支援課 

017 瀬戸瀬保育所 子育て支援課 

018 ひがし児童館 子育て支援課 

019 にし児童館 子育て支援課 

020 みなみ児童館 子育て支援課 

021 国産材需要開発センター「木楽館」 農政林務課 

022 遠軽農林水産物直売・食材供給施設「ふぁーらいと」 農政林務課 

023 太陽の丘えんがる公園 商工観光課 

024 遠軽小学校 教育部総務課 

025 東小学校 教育部総務課 

026 南小学校 教育部総務課 

027 瀬戸瀬小学校 教育部総務課 

028 遠軽中学校 教育部総務課 

029 南中学校 教育部総務課 

030 基幹集落センター 社会教育課 

031 郷土館 社会教育課 
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No. 施設名称 担当部局・課室 

032 社名淵地域公民館 社会教育課 

033 瀬戸瀬地域公民館 社会教育課 

034 総合体育館 社会教育課 

035 青少年会館 社会教育課 

036 東体育館 社会教育課 

037 豊里体育館 社会教育課 

038 社名淵体育館 社会教育課 

039 遠軽コミュニティセンター 社会教育課 

040 瀬戸瀬コミュニティセンター 社会教育課 

041 えんがる温水プール 社会教育課 

042 えんがる球場 社会教育課 

043 武道館 社会教育課 

044 えんがるテニスコート 社会教育課 

045 えんがるソフトボール球場 社会教育課 

046 えんがる高齢者スポーツセンター 社会教育課 

047 遠軽町図書館 図書館 

048 生田原総合支所 生田原総合支所地域住民課 

049 生田原歯科診療所 生田原総合支所地域住民課 

050 生田原診療所 生田原総合支所地域住民課 

051 安国診療所 生田原総合支所地域住民課 

052 生田原老人憩の家 生田原総合支所地域住民課 

053 安国老人憩の家 生田原総合支所地域住民課 

054 認知症対応型共同生活介護事業所 生田原総合支所地域住民課 

055 生田原集会施設「かぜる南」 生田原総合支所地域住民課 

056 生田原集会施設「かぜる北」 生田原総合支所地域住民課 

057 生田原集会施設「かぜる西」 生田原総合支所地域住民課 

058 生田原女性・若者等活動促進施設「かぜる安国」 生田原総合支所地域住民課 

059 生田原福祉センター 生田原総合支所地域住民課 

060 旭野一般廃棄物最終処分場 住民生活課 

061 六郷聖苑 住民生活課 

062 安国保育所 子育て支援課 

063 生田原保育所 子育て支援課 
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No. 施設名称 担当部局・課室 

064 生田原木のおもちゃワールド館「ちゃちゃワールド」 生田原総合支所産業課 

065 生田原コミュニティセンター「ノースキング」 生田原総合支所産業課 

066 生田原小学校 教育部総務課 

067 安国小学校 教育部総務課 

068 生田原中学校 教育部総務課 

069 安国中学校 教育部総務課 

070 安国活性化センター「ピノキオハウス」 生田原教育センター 

071 生田原宿泊研修施設「キララン清里」 生田原教育センター 

072 安国公民館 生田原教育センター 

073 生田原図書館（オホーツク文学館内） 生田原教育センター 

074 生田原オホーツク文学館 生田原教育センター 

075 生田原スポーツセンター 生田原教育センター 

076 生田原学校給食センター 学校給食センター 

077 丸瀬布総合支所 丸瀬布総合支所地域住民課 

078 丸瀬布総合センター 丸瀬布総合支所地域住民課 

079 丸瀬布ふれあいセンター 丸瀬布総合支所地域住民課 

080 旧武利分校（マウレミュージアム） 丸瀬布総合支所地域住民課 

081 丸瀬布老人福祉センター 丸瀬布総合支所地域住民課 

082 丸瀬布歯科診療所 丸瀬布総合支所地域住民課 

083 旧丸瀬布労働福祉センター 丸瀬布総合支所地域住民課 

084 丸瀬布コミュニティセンター 丸瀬布総合支所地域住民課 

085 丸瀬布上武利集会所 丸瀬布総合支所地域住民課 

086 丸瀬布金山会館 丸瀬布総合支所地域住民課 

087 丸瀬布西町会館 丸瀬布総合支所地域住民課 

088 丸瀬布東町会館 丸瀬布総合支所地域住民課 

089 丸瀬布天神会館 丸瀬布総合支所地域住民課 

090 丸瀬布金湧会館 丸瀬布総合支所地域住民課 

091 丸瀬布新町会館 丸瀬布総合支所地域住民課 

092 丸瀬布保育所 子育て支援課 

093 丸瀬布自然資源活用型交流促進施設「やまびこ」 丸瀬布総合支所産業課 

094 丸瀬布農村集落多目的共同利用施設 丸瀬布総合支所産業課 

095 丸瀬布活性化施設 丸瀬布総合支所産業課 
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No. 施設名称 担当部局・課室 

096 丸瀬布森林公園いこいの森 丸瀬布総合支所産業課 

097 丸瀬布山村広場施設「平和山公園」 丸瀬布総合支所産業課 

098 丸瀬布木芸館 丸瀬布総合支所産業課 

099 丸瀬布学校給食センター 学校給食センター 

100 丸瀬布小学校 教育部総務課 

101 丸瀬布中学校 教育部総務課 

102 丸瀬布中央公民館 丸瀬布教育センター 

103 丸瀬布木工体験交流館 丸瀬布教育センター 

104 丸瀬布郷土資料館 丸瀬布教育センター 

105 丸瀬布昆虫生態館 丸瀬布教育センター 

106 丸瀬布図書室（丸瀬布生涯学習館） 丸瀬布教育センター 

107 丸瀬布総合スポーツ公園 丸瀬布教育センター 

108 丸瀬布多目的屋内運動施設「ＴＡＭＯＫＵ」 丸瀬布教育センター 

109 丸瀬布水泳プール 丸瀬布教育センター 

110 丸瀬布武道館 丸瀬布教育センター 

111 丸瀬布上武利体育館 丸瀬布教育センター 

112 白滝総合支所 白滝総合支所地域住民課 

113 旧支湧別中学校 白滝総合支所地域住民課 

114 旧支湧別小学校 白滝総合支所地域住民課 

115 白滝ジオパーク交流センター ジオパーク推進課 

116 白滝高齢者総合生活福祉センター「ほのぼの」 白滝総合支所地域住民課 

117 白滝歯科診療所 白滝総合支所地域住民課 

118 白滝ふれあいセンター 白滝総合支所地域住民課 

119 白滝聖苑 白滝総合支所地域住民課 

120 上支湧別農作業準備休憩施設「こまくさ」 白滝総合支所産業課 

121 白滝活性化施設「のびのび」 白滝総合支所産業課 

122 白滝地場産品加工施設 白滝総合支所産業課 

123 白滝農林水産物直売・食材供給施設 白滝総合支所産業課 

124 白滝ゲートボール公園 白滝総合支所産業課 

125 白滝屋内ゲートボール場 白滝総合支所産業課 

126 白滝高原キャンプ場 白滝総合支所産業課 

127 白滝山の家・白滝文化村ロッジ 白滝総合支所産業課 
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No. 施設名称 担当部局・課室 

128 白滝多目的ハウス 白滝総合支所産業課 

129 白滝小学校 教育部総務課 

130 白滝中学校 教育部総務課 

131 白滝図書室 白滝教育センター 

132 白滝国際交流センター 白滝教育センター 

133 白滝郷土館 白滝教育センター 

134 埋蔵文化財センター 白滝教育センター 

135 白滝水泳プール 白滝教育センター 

136 白滝柔剣道場 白滝教育センター 

137 下水処理センター 水道課 

138 南町ポンプ場 水道課 

139 丸瀬布せせらぎセンター 水道課 

140 白滝浄化センター 水道課 

※進捗管理ツール上のファイル名称としてるため施設正式名称とは一部差異があります。 
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資料編 2 排出係数一覧 

 
表 ５-１ 電気使用量以外の活動量に対する排出係数（*は活動量単位を示す。） 

活動の種類 
活動量 

単位 

排出係数 

CO2 
(kg-CO2/*) 

CH4 

(kg-CH4/*) 

N2O 

(kg-N2O/*) 

燃料の使用 

ガソリン L 2.32 - - 

灯油 L 2.49 - - 

軽油 L 2.58 - - 

Ａ重油 L 2.71 - - 

ＬＰＧ kg 3.00 - - 

ディーゼル機関における

燃料の使用 
軽油 L - - 0.000064 

家庭用機器における燃料

の使用 

灯油 L - 0.00035 0.000021 

ＬＰＧ kg - 0.00023 0.0000046 

自動車の走行 

ガソリン･ＬＰＧを燃料と

する普通･小型乗用車(定員

10名以下) 

km - 0.000010 0.000029 

ガソリンを燃料とするバス km - 0.000035 0.000041 

ガソリンを燃料とする軽乗

用車 
km - 0.000010 0.000022 

ガソリンを燃料とする普通

貨物車 
km - 0.000035 0.000039 

ガソリンを燃料とする小型

貨物車 
km - 0.000015 0.000026 

ガソリンを燃料とする軽貨

物車 
km - 0.000011 0.000022 

ガソリンを燃料とする普

通･小型･軽特種用途車 
km - 0.000035 0.000035 

軽油を燃料とする普通･小

型乗用車(定員 10名以下) 
km - 0.0000020 0.000007 

軽油を燃料とするバス km - 0.000017 0.000025 

軽油を燃料とする普通貨物

車 
km - 0.000015 0.000014 

軽油を燃料とする小型貨物

車 
km - 0.0000076 0.000009 

軽油を燃料とする普通･小

型･特種用途車 
km - 0.000013 0.000025 

家畜の飼養 (消化管内発

酵) 
牛 頭 - 82 - 

家畜の排せつしたふん尿

の管理 
牛 頭 - 24 1.61 

牛の放牧 放牧地における牛のふん尿 頭 - 1.3 0.18 

耕地における化学肥料の

使用 
畑 t - - 9.74 

施設(終末処理場及びし尿

処理施設)における下水等

の処理 

終末処理場 m3 - 0.00088 0.00016 

浄化槽によるし尿及び雑

排水の処理 
 人 - 0.59 0.023 

麻酔剤(笑気ガス)の使用  kg-N2O - - 1 
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表 ５-２ 他人(北海道電力株式会社)から供給された電気の使用に対する排出係数 

単位：t-CO2/kWh 

区分 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016 年度 2017年度 

実排出係数※ 0.000485 0.000688 0.000678 0.000683 0.000669 0.000632 0.000666 

※電気事業者別排出係数には、実排出係数と調整後排出係数があり、他人から供給された電気の排出係数

としては、実排出係数を用います。 

 

 


